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独立行政法人環境再生保全機構の業務実績評価に係る基本方針 

 

平成１６年１２月１４日決  定 

平成１８年 ８月 ８日一部改正 

平成２１年 ６月２４日一部改正 

平成２２年 ６月１１日一部改正 

環境省独立行政法人評価委員会 

 

 

本基本方針は環境省独立行政法人評価委員会（以下「評価委員会」という。）が、独

立行政法人環境再生保全機構（以下「機構」という）の行う業務について、独立行政法

人通則法第３２条（各事業年度に係る業務の実績に関する評価）及び第３４条（中期目

標に係る業務の実績に関する評価）の規定に基づき行う実績評価に必要な事項等を定め

るものである。 

 

１．評価の概要 

（１）各事業年度に係る業務の実績に関する評価 

当該事業年度における中期計画の実施状況を調査・分析し、業務実績の全 

体について、総合的な評価を行う。 

 

（２）中期目標に係る業務の実績に関する評価 

中期目標期間終了時において、中期目標の達成状況を調査・分析し、中期 

目標期間における業務実績の全体について、総合的な評価を行う。 

 

２．評価の方法 

（１）各事業年度に係る業務の実績に関する評価 

① 事項別評価 

ア．中期目標に定められている事項別に、当該事業年度における実施状況 

を評価する。 

具体的には「イ．評価基準」に基づき、別紙の評価項目ごとに、同評 

価項目に掲げる「評価の方法、視点等」を考慮して行い、この評価項目 

ごとの評価を踏まえて当該事項全体の評価を行うものとする。 

 

イ．評価基準 

各事業年度に係る業務の実績に関する評価は、以下の評価基準に基づ 

いて行う。 

Ｓ ： 中期目標の達成に向け、特に優れた成果をあげている。 

Ａ ： 中期目標の達成に向け、適切に成果をあげている。 

Ｂ ： 中期目標の達成に向け、概ね適切に成果をあげている。 

Ｃ ： 中期目標の達成に向け、業務の進捗がやや遅れており、改善 

すべき点がある。 

Ｄ ： 中期目標の達成に向け、大幅な改善が必要である。 

（注）評価に当たっては、その理由、根拠等を附すものとする。 
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② 法人横断的事項の評価 

ア．業務の効率的な実施の観点から、一般競争入札の範囲の再検討、規程 

類の整備等、適正な契約手続きを確保し、その上で、契約に関する情報 

公開が適切に実施されているか。 

イ．役職員の給与水準について、法人の説明が国民の納得の得られるもの 

となっているか。また、総人件費改革に向けた取組は適正に実施されて 

いるか。 

   ウ．保有資産については、有効に活用されているか。 

   エ．内部統制体制の状況及び、体制・仕組みの運用状況は適切なものとな 

っているか。 

   オ．当期総利益（又は当期総損失）について、発生要因の分析を行い、当 

該要因が、法人の業務運営に問題がある等のことによるものではないか。 

   カ．剰余金、欠損金について、業務運営における妥当性の検証を法人にお 

いて行うなど、適正化に向けた取組をしているか。 

   キ．債権管理に関する回収計画が策定されているか。また、リスク管理債 

権の適正化に向けた取組をしているか。 

 

③ 総合評価 

ア．総合評価は、各評価項目にイで定める評価比率を配分し、ウで定める 
各評点を合算し、この値が４．５を超える場合にあってはＳ、３．５を 
超え４．５以下となる場合にあってはＡ、２．５を超え３．５以下とな 
る場合はＢ、１．５を超え２．５以下となる場合はＣ、１．５以下とな 
る場合はＤとする。  

 

イ．評価比率は、法人の前年度における実績状況等も踏まえ、各年度の事 
業実績評価を行う際に開催する、最初の部会において決定する。 

 

ウ．評点は、評価がＳの場合にあっては５、Ａの場合にあっては４、Ｂの 
場合にあっては３、Ｃの場合にあっては２､Ｄの場合にあっては１とす 
る。 

 

（２）中期目標に係る業務の実績に関する評価 

① 事項別評価 

ア．中期目標に定められている事項別に、中期目標期間における達成状況 

を評価する。 

具体的には「イ．評価基準」に基づき、別紙の評価項目ごとに、同評 

価項目に掲げる「評価の方法、視点等」を考慮して行い、この評価項目 

ごとの評価を踏まえて、当該事項全体の評価を行う。 

 

イ．評価基準 

中期目標に係る業務の実績に関する評価は、以下の評価基準に基づい 

て行う。 

Ｓ ： 中期目標を大きく上回って達成している。 

Ａ ： 中期目標を十分達成している。 



－3－ 
 

Ｂ ： 中期目標を概ね達成している。 

Ｃ ： 中期目標をある程度達成しているが、改善の余地がある。 

Ｄ ： 中期目標の達成が不十分であり、大幅な改善が必要である。 

（注）評価に当たっては、その理由、根拠等を附すものとする。 

 

② 総合評価 

    中期目標期間の評定は、評価項目ごとに当該中期目標期間内の年度評価 

結果を平均し、年度評価と同様の方式で総合評価を算定することを基本と 

する。 

また、機構の目的等に照らし、機構全体としての業績を総合的に判断し 

つつ行う。 

さらに、中期目標、中期計画に掲げられた事項のみならず、機構の判断 

で独自に行った取組等についても考慮するとともに、その判断の理由、根 

拠等を記載する。 

 

３．その他 

（１）機構は、毎年６月末までに前年度の業務実績報告書、財務諸表等を提出す 

る。 

 

（２）機構は、業務の実績報告において、事項別評価及び業務の実績の全体の評 

価が的確に行えるよう、外部評価報告書などの根拠となるデータを示しつつ、 

明確かつ具体的に報告するよう努める。 

 

（３）評価委員会は、業務の実績、自己評価等に関し、必要に応じて機構からヒ 

アリングを実施する。 

  


